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概要– 「損失余命」という尺度は，リスクを定量化することで環境リスクや交通事故などの様々な異種のリスク
比較を可能とし，規制や公共事業に対する費用対効果の分析を容易にする．蒲生らは平均的な日本人が受けてい
る様々な種類の化学物質によるリスクの大きさを損失余命として評価している．しかし，地域特性に応じた規制
や公共事業の際は地域内の固定発生源から排出された化学物質のリスク評価を行うことがである重要であるとさ
れる．そこで，本研究では，地域の特性を考慮した有害物質の分布情報から，人口動態を踏まえた上で，自治体
別の損失余命計算を行う．そして，これらの計算結果を用いることにより，実際の自治体で行われる規制や，公共
事業での費用に対する便益評価を行う．
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1 研究背景

社会活動の一環で，健康や安全性の向上を目的とし
て規制や公共事業などが実施されている．そこでは国
民の理解を得るため，合理性，効率性，透明性の高い
客観的な評価が求められる. それ故，政策評価に関し
て，事前評価及び事後評価は有効であるといえる．事
前評価とは，規制によって発生する効果や負担を予測
し，それを評価するものである 1)．一方，事後評価は
政策の効果を把握・分析し，評価をおこなうことによ
り，次の企画立案や実施に役立てるものである 2)．こ
れら政策の事前，事後評価による合理的なリスク管理
や利害関係者への説明責任を満たすため，道具の一つ
として社会経済分析が用いられる．
　社会経済分析の 1つである「損失余命」という尺度
は有害物質への曝露によって死亡の年齢が早まること
を，生存期間の期待値の減少を表現するリスクの定量
化の 1つの分析尺度である．リスクを定量化すること
で化学物質によるリスクや交通事故などの様々な異種
のリスク比較を可能とし，規制や公共事業に対する費
用対効果の分析を容易とする 3)．その中，蒲生ら 4)は
平均的な日本人が受けている様々な種類の化学物質に
よるリスクの大きさを損失余命として評価している．
　ここでの環境リスクとは．化学物質が環境を経由し
て人にリスクを及ぼす曝露経路であり，主に，大気か
らの呼吸，飲食物・水からの食物摂取，化学物質製品か
らの皮膚接触が考えられる．その中，食物摂取，皮膚
接触による曝露については，それぞれが広域的に流通
したり移動するものによるものからの曝露のため，地
域内だけで対策を講じるリスク管理を行うことが極め
て難しい．そのため，地域の特性に応じた環境リスク
の低減策を検討する際，地域内の固定発生源から排出
された化学物質による大気からの曝露に着目してリス
ク評価を行うことが重要であるとされている 5)．
　これらを考慮した際，蒲生ら 4)の評価はあくまで日
本における平均的な各有害物質の分布からの損失余命
の評価であり，実際の地域特性に応じたリスク評価で
はない．様々な有害物質の詳細なリスク評価の必要性
を示したものであり，自治体別の規制や公共事業を実
施する際，地域の特性を考慮した有害物質の分布情報
の詳細なリスク評価は必要だと考えられる．

2 研究目的
本研究では，地域内の固定発生源から排出された化

学物質による大気からの曝露に着目し，損失余命を用
いた自治体別の規制や公共事業での費用に対する便益
評価を行う．損失余命を求める際，地域の特性を考慮
した有害物質の分布情報のみならず，地域別の死亡率
や年齢構成の差異を踏まえる．これにより，単なる地域
人口のみを乗じた損失余命による評価ではなく，有害
物質による年齢別の感受性を考慮した評価を行う．さ
らには，地域への転入や転出にともなう曝露期間を考
慮することにより，より地域特性を把握した評価が可
能であると考える．これらの人口動態を踏まえた曝露
を考慮することにより，有害物質濃度の差異とは異なっ
た地域の何かしらの特徴を把握可能なモデルの作成を
行う．また実測値ではなく，有害物質濃度のシミュレー
ションを行うことで，費用便益分析時に損失余命に基
づいた排出量削減のシナリオ分析を行い，効率のよい
削減地域の選択が可能であると考え，本研究の目指す
ところである．

3 関連研究との立ち位置
真田ら 6) は実測値による平均 SPM濃度から横浜市

の区別の損失余命を計算し，分析を行っている．全体
的に年平均 SPM濃度が上がるに連れ損失余命も大き
くなるような結果であったがバラつきが大きい結果を
示した．これは，横浜市の区別の死亡率や年齢構成に
よる違いであると考えられ，我が国の大都市圏におけ
る，粒子状大気汚染による損失余命の地域的な違いは
期待余命の違いを説明するほど大きくないことを示し
ている．つまり，ここでの結果によれば，地域での損
失余命の影響はその地域での年齢構成等による死亡率
に大きく依存する可能性を示唆していると言える．
　そこで，本研究では関連研究とは異なり，固定源発
生源からの地域特性を踏まえた化学物質量に加え，年
齢構成や男女構成の地域様でも考慮する．つまり，有
害物質料の地域性，曝露を被る人の地域性の 2点を考
慮するのである．また，実測値ではなく，有害物質濃
度をシミュレーションを行うことで費用便益分析時に
損失余命に基づいた排出量削減のシナリオ分析を行い，
現在の損失余命だけではなく，今後被る可能性のある
損失余命の計算及び分析を行う．
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4 研究手法
本節では，研究手法を述べる．研究対象地域に対し，

Fig.1に示すモデル概要図により損失余命計算システム
を構築し評価及び分析を行う．

Fig. 1: 研究モデル概要図

4.1 有害物質曝露モデル

ここでは有害物質の大気中濃度および，曝露量につ
いて述べる．

4.1.1 有害物質濃度データ

本研究では，大気拡散モデルADMER7)を用いて地
域別の有害物質のシミュレーションを行う．ADMER
とは PRTR データ（環境リスクを考える際に重要な化
学物質の排出・移動情報を国が集計し公表したデータ：
市区町村別の有害物質排出量を示している）及び，ア
メダスデータを加工した気象データを入力データとし，
地域別の有害物質濃度を計算するモデルである．本研
究ではケーススタディとして発ガン性物質の 1つであ
るベンゼンを計算対象とする．なお，今回は 2010年度
の PRTRデータによる市区町村別排出量及び 2010年
度アメダスデータを用いた．事業所の時間別排出量の
割合は，0時-4時：4時-8時：8時-12時：12時-16時：16時-20時：
20時-24時＝０：０：１：１：１：０と仮定しする．この
排出量からADMERによる大気拡散シミュレーション
を行う．なお，計算された結果は 4時間毎の濃度デー
タで表される．これらの時間別濃度データを次節で示
す曝露モデルで使用する．

4.1.2 就業者による曝露モデル

現段階の構想モデルでは，神奈川県横浜市に在住す
る住民，特に通勤・通学による就業者に対して計算を
行う．ここでの就業者をエージェントとする．この際，
通勤・通学によるエージェントの移動及び呼吸を考慮
し，以下のようにルールを定義する．
　本モデルは就業者（エージェント）が各々の呼吸に
よって有害物質を吸引するものとしており，資料 10)に
よれば日本人男女平均呼吸率（１日に吸入する空気量）
は 17.3 m3/日であり，呼吸量は行動によって異なると
している（例えば睡眠と安らかな横臥は 0.37m3/h，速
やかな歩行は 1.93m3/hなど）．10) では活動による呼
吸率区分が 6つで表されるが本モデルでは便宜的に 1
日の行動を 3つに区分して考えることとする．今回は
0時-4時，4時-8時を睡眠時として考え呼吸率を 0.37m3/h，
8時-12時，12時-16時，16時-20時を活動中と定義し呼吸率
を 0.91m3/h，20時-24時を休憩中と定義し呼吸率を 0.60
m3/hとした．Table 1に設定したアクティビティと呼
吸率の対応表を示す．

Table 1: 呼吸率設定値

activity 呼吸率m3/h 対応時間
睡眠中 0.37 0時-4時，4時-8時
活動中 0.91 8時-12時，12時-16時，16時-20時
休憩中 0.6 20時-24時

これらを 1日の行動として考えた呼吸率の１日の合
計は 16.28 m3/日と日本人男女平均呼吸率の 17.3m3/
日と比べ僅かに少ない値となっているため，曝露量計
算時に値に 17.3/16.28の 1.06を乗じるものとした．さ
らにある時刻 a時の就業者（エージェント）の存在す
る市区町村を bとした場合の地域濃度をβab(g/m

3)と
したうえで，各行動の継続時間をγactivity(h)とした
時（activityは睡眠中，活動中，休憩中のいずれか），
各活動の曝露量α睡眠中(g)，α活動中(g)，α休憩中(g)を
以下の (1)，(2)，(3)式ように設定する．なおここで使
用したエージェントの移動を示す統計データ 8)9) は横
浜市各区の在住就業者が，各々どの数で神奈川県内の
市区町村,または県外を就業地としているかを示したも
のである．本研究では，神奈川県の有害物質濃度が与
える損失余命を求めることから，県外での曝露量は 0
とした．つまり，県外を就業地とする人は睡眠，及び
休憩中の時のみ曝露を受けるということになる．

α睡眠中 (g)＝0.37×1.06×γ睡眠中 (h)×βab(g/m3) (1)

α活動中 (g)＝0.91×1.06×γ活動中 (h)×βab(g/m3) (2)

α休憩中 (g)＝0.60×1.06×γ休憩中 (h)×βab(g/m3) (3)

また γ睡眠中 (h) ＋ γ活動中 (h) ＋ γ休憩中 (h) ＝ 24(h)
として 1エージェントの一日の総曝露量Xg/日を（4）
式として定める．

Xg/日＝α睡眠中 (g)＋α活動中 (g)＋α休憩中 (g) (4)

4.2 発がん性物質の損失余命計算
前節では，あらゆる物質に対する汎用性のある曝露

モデルであった．しかし，人体に与える影響とりわけ損
失余命を計算する際，物質の特徴を考慮したモデルで
なければならない．なぜなら，発ガン性物質の特徴と
して，曝露量に比例して死亡率が上昇する一方で，非
発ガン性物質には影響が発生するまで曝露量の閾値が
存在するなど明確な物質の差異が存在するためである．
その中，本章では発がん性物質の損失余命計算モデル
について述べる．

4.2.1 発ガンスロープファクタの使用
発がん物質の損失余命計算にあたり，発ガンスロー

プファクタ 11) を使用する．仮にベンゼンを計算対象
とした際のベンゼンの発ガンスロープファクタとはベ
ンゼンの発ガン毒性の強さと言い換えることが出来る．
体重１ kg あたり毎日 1mg のベンゼンを摂取した場
合の発ガンリスクの増加を表し，1.5 × 10−2～5.5 ×
10−2/(mg/kg/日)(中央値は 3.5× 10−2/(mg/kg/日)）
の値を用いた（物質によってこの値が異なる）．またベ
ンゼンの人の呼吸経路による吸収率を 50％とし，曝露
モデルによる一日のベンゼン吸入量をXg/日ととすれ
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ば，ベンゼンの発ガンスロープファクタを用いると生
涯発ガンリスク nは以下の (5)式で計算される．なお，
今回日本人成人平均体重を 63kgとした．また，(5)式
で下線がある項は物質によって異なる．

n = X(g/日)×0.5× 103×3.5× 10−2
/(mg/kg/日)

÷ 63(kg)

(5)
(4)式の 103 は g を mg 変換しているものである．ま
た，ここでの生涯発ガンリスクとは集団に対してある
有害物質に 0歳から生涯曝露させた時，0歳から死亡
までの間にガンになる人数のことを指す．例）生涯発
ガンリスクが 10万分の 1であるとすると，それは 10
万人の集団があった時，その集団全員が死亡するまで
の間にガンになる人は 1人である.
ここで求まった各就業者に対する生涯発ガンリスク

nを次節で示す損失余命計算モデルに代入し損失余命
を算出を行う．

4.2.2 発がん性物質の損失余命計算モデル

今回用いるモデルは蒲生ら 12) によって表現された
生命表を用いた発がん性物質を対象とした損失余命換
算法をもとにしたものである．本モデルは統計データ
による平均余命から曝露を受けた平均余命を差し引い
て発がん性物質による損失余命を導くものである．

4.2.3 モデル内変数

x：年齢を表す．男性，女性ともに 0～105歳をとる
ものとし，年齢の上限は平成 23年度簡易生命表 13)に
よる．
μ (x)：x歳での 10万にあたりのガン死亡人数（x歳
のガン死亡率）人口動態統計年報 14) のデータを使用.
∆μ (x)：x歳での 10万にあたりの過剰に曝露を受け
た人のガン死亡人数．x歳の曝露ガン死亡率）本研究
では曝露モデルによる曝露量を過剰曝露と表現するこ
ととする．
λ0(x)：x歳での 10万にあたりの全死因死亡人数（x
歳の死亡率）平成 23年度簡易生命表によるデータ 13)

を使用．
λ (x)：x歳での過剰に曝露を受けた 10万にあたり
の全死因死亡人数（x歳の曝露死亡率）．本研究では曝
露モデルによる曝露量を過剰曝露と表現することとす
る．これはλ0(x)に∆μ (x)を上乗せすることで得ら
れる．

λ (x) =λ0(x) + ∆μ (x) (6)

s0(x)：10 万にあたりの x 歳時の生存数．つまり
s0(0)=10万人，さらには s0(x)は s0(x−1)とλ0(x−1)
により求められる．

s0(x) = s0(x− 1)× (1−λ0(x− 1)) (7)

s(x)：過剰に曝露を受けた 10万人あたりの x歳時の
生存数．(2)式と同様で以下のように示される．

s(x) = s(x− 1)× (1−λ (x− 1)) (8)

L0(x)：x歳時での平均余命．以下の式で計算される．

L0(x) =

s0(x)+s0(105)
2 +

∑104
y=x+1 s0(y)

s0(x)
(9)

L(x)：過剰に曝露を受けた時の x歳時での平均余命．
(4)式と同様に以下の式で表される．

L(x) =

s(x)+s(105)
2 +

∑104
y=x+1 s(y)

s(x)
(10)

LLE(x)：過剰曝露の結果として生じる x歳時での損
失余命．L0(x)と L(x)の差より求められる．

LLE(x) = L0(x)− L(x) (11)

E(x)：x歳時での曝露の有無．以下のように設定．

E(x) =

{
1　 (曝露あり)
0　 (曝露なし)

(12)

4.2.4 計算を導くための仮定
前節で述べた変数に対して以下に示す仮定に基づい

て計算モデルを導く．

• x歳の過剰曝露ガン死亡率 (∆μ (x))は x歳まで
に有効となる曝露の累積量に比例する．

• x歳の過剰曝露ガン死亡率 (∆μ (x))は x歳のガ
ン死亡率 (μ (x))に比例する．

• 曝露効果は年齢によって異なり，ここでは k(x)と
して表現する．
k(x)：年齢による曝露効果の相対値 (Gofmanに
よる放射線発ガン調査結果 15) を回帰して得られ
たもの）を表す．

k(x) =

{
e0.0935x　 (0 ≤ x ≤ 27)
e−1.98−0.0192x　 (27 < x)

(13)

• 曝露からの死亡率上昇までのズレを 10年とする．

4.2.5 導かれるモデル
以上述べた 4つの仮定を求めると，以下の式で x歳

の曝露ガン死亡率 (∆μ (x))が定まる．

∆μ (x) =


0　 (x < 10)
α×μ (x)×

∑x
y=10(E(y − 10)× k(y − 10))　

(x ≥ 10)
(14)

αは比例定数である．ここで，(9)式で全ての年齢xで曝
露を考えたとする (生涯曝露，全ての年齢でE(x) = 1)．
その時，発ガン物質への生涯曝露の結果として，生涯
の間に生じるガン死亡数 (生涯曝露ガン死亡数）を計算
することが出来る．この 10万人あたりの生涯曝露ガン
死亡数 N=生涯発ガンリスク n× 10万とする．N は
以下の式で求められる．

N =
105∑
y=0

(∆μ (y)× s(y)) (15)

(10)式において，生涯曝露発ガン数＝生涯曝露ガン死亡
数N＝生涯発ガンリスク n× 10万であるため，N=1
とすれば 10万人に 1人の生涯曝露発ガン数を生じるリ
スクとなる．このような (9)式を満たすαを求めるこ
とによって， 10−5の x歳の曝露ガン死亡率 (∆μ (x))
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が得られ，損失余命が求まる．nを物質の毒性の強さや
吸入量によって変化させることで，特定の発ガン性物
質の損失余命を求めることができる．また曝露期間に
ついてE(x)=1，非曝露期間について，E(x)=0とすれ
ば，特定の期間及び年齢での曝露を表現することが可
能である．本分析は 4.2.1小節で求めた，生涯発ガンリ
スク nを用いて，各エージェントの損失余命を求める．

4.3 損失余命評価およびシナリオ分析

以上述べた手法によって得られた各エージェント毎
の損失余命に対して，自治体に在住するエージェント
の数を乗じ自治体全体の損失余命を求める．この自治
体ごとの損失余命から，政策等を優先すべき自治体の
選定，さらには統計的生命価値 (1 人の死亡に起因する
リスクを回避するための支払意志額)や統計的延命価値
(1年寿命を延命することの価値)を用いることで，実
際の規制や事業費用に対する便益評価（費用便益分析）
を行う．また，ADMERへの入力データ（市区町村別
排出量）の加減や人口動態のシミュレーションを行い，
現在考えられる損失余命だけでなく，今後被る可能性
のある損失余命のシナリオ分析を行い，効率のよい有
害物質量削減地域の選定等を行う．

5 結果及び分析

前節までの示した，ADMERによる大気中濃度，就
業者の曝露モデル，損失余命計算モデルを利用した結
果及び分析を示す．今回の分析ではケーススタディと
して排出量に地域差が大きく現れる神奈川県での濃度
データを取り扱い，さらに求める損失余命に関しては
昼間，夜間人口での流出入が多い横浜市に着目して分
析を行う．対象物質は発がん性物質であるベンゼンと
した．まとめると，横浜市在住の人に対して神奈川県全
体が与えるベンゼンの損失余命を計算したものとなる．

5.1 ADMERによるベンゼンの各市町村大気中濃度

Table 2は ADMERによって求められたベンゼンの
大気中濃度を示したものである．横浜市内で最も数値
の高い区，低い区及び平均値，神奈川県全体でで最も
数値の高い区，低い区の市区町村及び平均値を示した．
Table 2より横浜市の各区は全体的に神奈川県市区町村
の中で高い濃度を示す一方で，神奈川県全体で最も高
い濃度を示したのは川崎市川崎区であった．ここでの
着眼点は，排出量が多い地域≠濃度が高いというわけ
ではないということである．天候により排出物が大気
拡散するので周りの地域との相互影響がある．事実，横
浜市で最もベンゼン排出量が多い地域は磯子区であっ
たが，濃度が最も高いのは鶴見区であった．

Table 2: ベンゼンの各市区町村大気中濃度

　市区町村 大気中濃度 (g/m3)

横浜市鶴見区 3.99× 10−5

横浜市金沢区 1.09× 10−5

横浜市平均 2.11× 10−5

川崎市川崎区 5.64× 10−5

湯河原町 1.72× 10−6

神奈川県平均 1.44× 10−5

5.2 損失余命の性別，区別比較

Table 3は横浜市鶴見区および金沢区のみからの生涯
曝露を考えた（就業による移動を考えない），生涯発
ガンリスク及び損失余命を男女別に示した結果である．
横浜市内で鶴見区は最も大きい曝露量，金沢区は最も
小さい曝露量を持つ地域である．Table 3の結果より，
両区とも女性が男性に比べ損失余命が大きいことが読
み取れる．これは，発ガンリスクの上昇率の差が性別
で僅かである (男性の方が若年層を除き基本的に高い）
がそれ以上に平均寿命の性差が大きいためである，
　また，同じ横浜市内にもかかわらず，損失余命の差
が 3倍以上の開きがあることが分かる．同一市内であっ
ても大きな損失余命の差異が観察された．この結果は，
5) で示されているように，地域性を考慮したリスク評
価の重要性を表現していると考えられる．
　 Fig. 2は横浜市内各区での曝露のみを考えたそれぞ
れのエージェントの損失余命と生涯発ガンリスクの関
係を示したものである．図より，損失余命と生涯発ガ
ンリスクは比例関係だと予想することが出来る．最小
二乗法より求められた式は以下のように表された．つ
まり，(16)，(17)式を利用すれば，生涯発ガンリスク，
つまり (5)式において 1日あたりの総曝露量が分かれ
ば，各エージェントの損失余命は推定できるというこ
とである．この理由は，損失余命計算モデル内での過
剰曝露によるガン死亡率が曝露量に比例するという仮
定のためだと考える．(16)，(17)式でのX生涯発ガンリスク
は (5)式の nに対応するものである．

Y男性損失余命 = 5.0× 10−6X生涯発ガンリスク + 1.8552
(16)

Y女性損失余命 = 7.0× 10−6X生涯発ガンリスク + 2.5908
(17)

Table 3: 性差による損失余命比較

　　　 生涯発ガンリスク 損失余命 (分)

鶴見区 (男性) 3.21× 10−4 1563
鶴見区 (女性) 3.21× 10−4 2155
金沢区 (男性) 9.00× 10−5 440
金沢区 (女性) 9.00× 10−5 606

Fig. 2: 生涯曝露における損失余命と生涯発ガンリスク
の関係
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5.3 1年曝露による曝露年齢での損失余命

Fig. 3は 1年曝露による曝露年齢での損失余命を年
齢別に示したものである．示した結果は前節と同様に
在住地，就業地ともに横浜市鶴見区による曝露量を利
用したものである．Fig. 3より女性はどのタイミング

Fig. 3: 1年曝露による曝露年齢での損失余命

で 1年間曝露しても男性より損失余命が大きいことが
読み取れる．これは，前節で述べたと同様に女性の平
均寿命が男性と比べ大きいことが理由である．また男
性，女性共に若年での曝露タイミング時の方が損失余
命が大きい結果となっている．これは利用した損失余
命計算モデルの仮定の中で，年齢による曝露効果の相
対性を考慮しているためであり，この結果を用いるの
であれば，損失余命計算時は曝露対象となる各世代の
割合，取り分け若年層の割合を注意して考慮すべきだ
といえる．また，若年層時は高齢に比べて男女の損失
余命の差が大きいことが分かる．これは，若年層では
女性は乳ガン等を代表する性差によるガンの発生率の
ためだと考える．つまり，過剰曝露ガン死亡率の上昇
度合いが若年層時に女性では顕著である．

5.4 曝露期間での比較

Table 4は，35歳時の曝露 1年と 20～60歳時での曝
露 40年の損失余命を比較したものである．後者を職業
期間曝露として考えると，Table 4より職業期間の損失
余命は曝露期間にほぼ比例すると考えられる．この結
果は，Fig. 3の結果による高齢時での曝露による損失
余命が小さいことから考えられる．つまり，就業者の
損失余命は曝露量さえ一定であれば，曝露期間のみに
大方依存すると言える．一方，Table 3の生涯曝露と比
較した差異，曝露期間以上に大きく数値が異なること
が読み取れる．これは，若年時の曝露での損失余命が
大きいためであり，5.3節で述べたように損失余命計算
の際，若年層の世代の割合を注意して計算すべきだと
言える．

Table 4: 曝露期間による損失余命比較

曝露期間 １年 (35歳時) 40年 (20～60歳時)

損失余命 (男性) 10.23分 395.09分
損失余命 (女性) 11.58分 447.07分

5.5 一人あたり各区別の損失余命
Fig. 4は男女別に一人あたりの 1年間曝露（35歳時）

での各区別の対応する区に在住する就業者の損失余命
を求めたものである．今回示した結果は，就業地を考
慮し，在住する区に対して人口の重み付けをした，就
業者の一人あたりの損失余命である．

Fig. 4: 一人あたり区別損失余命

Fig. 4の結果より女性が男性よりも損失余命が大き
いことが分かる．また基本的に大気中濃度が高い区の
損失余命が大きい結果となっているが，西区と保土ヶ
谷区で比較すると，保土ヶ谷区は西区に比べ大気中濃
度が高い一方，損失余命が小さい結果となっている．こ
れは西区の住民は保土ヶ谷区の住民に比べ，有害物質
大気中濃度の高い地域を就業地としているためと考る．

5.6 就業者による各区合計損失余命
Fig. 5 は一人あたりの 1 年間曝露（35 歳時）での

各区の対応する区に在住する就業者の Fig. 4で示した
一人あたりの平均損失余命に対して，在住者数を乗じ，
各区の対応する区に在住する就業者による合計損失余
命を表したものである．
Fig. 5より，男性の合計損失余命は女性と比べどの

区でも全体の合計損失余命に対して大きな割合を示し
ていることが分かる．これは，男性の就業者が女性の
就業者より人数が多いためである．また，各区の就業
者人数の差異から，Fig. 4で示した結果とは異なった
区ごとの大小が読み取れる．（一人あたりの区別平均損
失余命と異なり，合計損失余命で比較すると，港北区
の合計損失余命が鶴見区に比べ大きいなど）

5.6.1 モデルによる計算のまとめ
今回の区別の合計損失余命計算では曝露期間を 1年

としたものである．Table 4の結果に加え，就業者によ
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Fig. 5: 就業者の各区合計損失余命

る年齢層が学生を除きほぼ若年層ではないことを考慮
すれば，就業者による 1年間の曝露を 35歳時とした年
齢設定はそれなりに妥当であると考える．つまり，就
業者の曝露を考慮する際は年齢構成は結果に大きく作
用しないということである．
　また，Fig. 2の結果が示したように，生涯に渡る有害
物質の曝露の損失余命はエージェントの一日の曝露量
から (16)，(17)を用いることで推定することが出来る．
一方で Fig. 3が示すように，若年層の曝露による損失
余命が他の年齢層に比べて非常に高いことから，生涯
曝露ではなく，曝露期間を設定して損失余命を計算す
る際は，就業者以外の，取り分け若年層を対象とする
損失余命を求める際は年齢区分を十分に考慮して計算
する必要性があるといえる．また，Fig. 4と Fig. 5の
異なった区別の大小から，区の合計損失余命を考える
際，曝露する人の人数に大きく関わると予想できる．

5.7 モデル上の課題点

今回のモデルは様々な仮定をもとにしたものである．
ガンの症状発生 (罹患率）=ガン死亡率と仮定している
点などが挙げられ，これらの仮定には疑問が残ると考
える．また，今回のシステム構築は発ガン性物質を対
象にしたものであるということである．非発がん性物
質の特徴である曝露量に閾値の存在に代表されるよう
な，損失余命計算対象となる物質の特徴（死亡率の上
昇度合い，年齢による感受性の差など）に対する，改
良，改変が今後の最たる課題といえる．

6 今後の展望
今回の結果は就業者のみを扱ったものであった．地

域の有害物質濃度の差は考慮したものの，年齢構成な
どの地域差は考慮できてないと言える．つまり，今回
の結果に加え，就業者以外の曝露を考慮し，地域全体

の損失余命を求める必要性がある．取り分け，曝露期間
を設定して損失余命を計算する際は，曝露対象の年齢
構成に注意しなければならない．また，今回の結果で
は就業者の曝露による合計損失余命が最も大きいのは
横浜市港北区であった．この 1年間曝露による港北区
の損失余命が約 3年 (1500000分)という値がリスク評
価の中でどのような意味を持つか考えなければならな
い．更には，今回のモデルでは有害物質による死亡率
のみを取り扱っているため，段階的な健康状態の評価
を無視している．QOLなどの生命の質を取り扱う必要
性があるか吟味しなければならない．また，入力デー
タである排出量や人口動態を変化させたシナリオ分析
で各区の損失余命がどのような値を取るか評価を行わ
なければならないと考える．
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